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議事日程第１号（令和７年第１回海老名市議会定例会第１日） 

 

令和７年２月２５日（火）午前９時３０分開議 

 

日程第１  議員提出議案第１号 海老名市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正

について 

日程第２  議案第３号  刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

理に関する条例の制定について 

日程第３  議案第４号  海老名市本庁舎駐車場条例の制定について 

日程第４  議案第５号  海老名市犯罪被害者等支援条例の制定について 

日程第５  議案第６号  海老名市一般職の職員の旅費に関する条例の全部改正に

ついて 

日程第６  議案第７号  海老名市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正

について 

日程第７  議案第８号  海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正について 

日程第８  議案第９号  海老名市職員の定数条例の一部改正について 

日程第９  議案第１０号 海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部改正について 

日程第１０ 議案第１１号 海老名市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部改正について 

日程第１１ 議案第１２号 海老名市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の

一部改正について 

日程第１２ 議案第１３号 海老名市自転車等駐車場条例の一部改正について 

日程第１３ 議案第１４号 海老名市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関す

る条例の一部改正について 

日程第１４ 議案第１５号 海老名市消防本部等設置条例の一部改正について 



日程第１５ 議案第１６号 海老名市学校給食費に関する条例の一部改正について 

日程第１６ 議案第１７号 高座清掃施設組合規約の変更について 

日程第１７ 議案第１８号 工事請負契約の締結について（（仮称）障がい者ケアセ

ンター建設工事（電気設備）） 

日程第１８ 議案第１９号 工事請負契約の締結について（海老名市立有馬中学校校

舎外装改修工事） 

日程第１９ 議案第２０号 製造請負契約の締結について（高機能消防指令システム

等総合整備事業業務委託） 

日程第２０ 議案第２１号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について 

日程第２１ 議案第２２号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について 

日程第２２ 議案第２３号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について 

日程第２３ 議案第２４号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について 

日程第２４ 議案第２５号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について 

日程第２５ 議案第２６号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について 

日程第２６ 議案第２７号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について 

日程第２７ 議案第２８号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について 

日程第２８ 議案第２９号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について 

日程第２９ 議案第３０号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めること



について 

日程第３０ 議案第３１号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について 

日程第３１ 議案第３２号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について 

日程第３２ 議案第３３号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について 

日程第３３ 議案第３４号 海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めること

について 

日程第３４ 議案第３５号 令和６年度海老名市一般会計補正予算（第９号） 

日程第３５ 議案第３６号 令和６年度海老名市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第４号） 

日程第３６ 議案第３７号 令和７年度海老名市一般会計予算 

日程第３７ 議案第３８号 令和７年度海老名市国民健康保険事業特別会計予算 

日程第３８ 議案第３９号 令和７年度海老名市介護保険事業特別会計予算 

日程第３９ 議案第４０号 令和７年度海老名市後期高齢者医療事業特別会計予算 

日程第４０ 議案第４１号 令和７年度海老名市公共用地先行取得事業特別会計予算 

日程第４１ 議案第４２号 令和７年度海老名市公共下水道事業会計予算 



議員提出議案第１号 

 

海老名市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正について 

 

海老名市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

定める。 

 

 

令和７年２月２５日提出 

 

 

 

             提出者 海老名市議会議員  宇田川   希  

 賛同者        同       田 中 ひろこ  

              同         同       た ち 登志子  

          同         同       大 下 久 美  

同         同       伊左次 雄 介  

                                                               

 

 

 

 

 

提案理由 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正等

に伴う所要の改正を行うため 
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   海老名市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 

 

海老名市議会の個人情報の保護に関する条例（令和４年条例第２３号）の一部を次

のように改正する。 

 

第２条第４項ただし書中「。以下」を「。第２０条において」に改め、同条第１０

項中「以下」を「第１２条第５項において」に、「第２条第８項」を「第２条第９項 

」に改める。 

第１２条第５項中「及び第２９条」を削り、同項の表第３８条第１項第１号の項中

「第２条第９項」を「第２条第１０項」に改める。 

第１７条第１項各号列記以外の部分中「以下」を「第３項において」に改め、同条

第２項第１号ア中「又は報酬、」を「若しくは報酬若しくは」に、「その他」を「又

は」に改める。 

第１８条第１項中「議会の保有する」を削り、同条第２項中「この章において」及

び「この章及び第４８条において」を削る。 

第２７条第２項中「この章において」を削る。 

第３１条第２項中「この章及び第４８条において」を削る。 

第３２条第３項中「この章において」を削る。 

第３８条第１項ただし書中「この章において」を削り、同条第２項中「この章及び

第４８条において」を削る。 

第３９条第３項中「この章において」を削る。 

第４７条中「第４章」を「前章」に改める。 

第４８条中「特定」の次に「に資する情報の提供」を加える。 

 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第３号 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

の制定について 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のと

おり定める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

刑法の改正に伴い、所要の改正を行いたいため 
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   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

 （海老名市表彰条例の一部改正） 

第１条 海老名市表彰条例（昭和３９年条例第２８号）の一部を次のように改正する。

第１１条第３号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

 （海老名市情報公開条例の一部改正） 

第２条 海老名市情報公開条例（平成１４年条例第３２号）の一部を次のように改正

する。 

  第３２条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 （海老名市行政不服審査会条例の一部改正） 

第３条 海老名市行政不服審査会条例（平成２７年条例第５０号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第１５条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 （海老名市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例の一部改正） 

第４条 海老名市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例（令和４年条例第

２４号）の一部を次のように改正する。 

  附則第７項から第９項までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 （海老名市個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第５条 海老名市個人情報保護審査会条例（令和４年条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第１３条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（海老名市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第６条 海老名市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３０年条例第１５号）の一

部を次のように改正する。 

  第１６条の２第３号及び第４号並びに第１６条の３第１項第１号及び第３項第１

号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

 （海老名市一般職の職員の分限に関する条例の一部改正） 
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第７条 海老名市一般職の職員の分限に関する条例（昭和３１年条例第４３号）の一

部を次のように改正する。 

  第７条第１項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

 （海老名市環境保全条例の一部改正） 

第８条 海老名市環境保全条例（昭和５０年条例第１２号）の一部を次のように改正

する。 

  第４１条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 （海老名市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正） 

第９条 海老名市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和３９年

条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

 （海老名市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部改正） 

第１０条 海老名市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例（昭和４１年条例第

３２号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

 （海老名市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正） 

第１１条 海老名市議会の個人情報の保護に関する条例（令和４年条例第２３号）の

一部を次のように改正する。 

  第５３条から第５５条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

 （罰則の適用等に関する経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によ

ることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規
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定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑

法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号。以下「刑法等一部改正法」と

いう。）第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項

において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」という。）

（有期のものに限る。以下この項において同じ。）、旧刑法第１３条に規定する禁

錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又

は旧刑法第１６条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、

当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁

刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 

（人の資格に関する経過措置） 

４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例による

こととされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定

の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁

刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期

を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする

旧拘留に処せられた者とみなす。 

 （海老名市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理

等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以

上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第６条の規

定による改正後の海老名市一般職の職員の給与に関する条例第１６条の３第１項（ 

第１号に係る部分に限る。）及び第３項（第１号に係る部分に限る。）の規定の適

用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 
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議案第４号 

 

   海老名市本庁舎駐車場条例の制定について 

 

 海老名市本庁舎駐車場条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 海老名市本庁舎駐車場の設置及び管理について定めたいため 
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   海老名市本庁舎駐車場条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、海老名市本庁舎の自動車駐車場（以下「駐車場」という。）の

設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （名称及び位置） 

第２条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

海老名市本庁舎駐車場 海老名市勝瀬175番地の１ 

 （駐車できる者） 

第３条 駐車場に駐車することができる者は、本庁舎及び消防庁舎（以下「本庁舎等 

」という。）に各種行政手続、相談、会議その他の所用（以下「所用」という。） 

のために来庁する者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、本庁舎等に来庁する者以外の者を駐車場に駐

車させることができる。 

 （使用料） 

第４条 駐車場を使用する者（以下「使用者」という。）は、次の表に定める駐車時

間の区分に応じ、それぞれ同表に定める使用料を支払うものとする。ただし、前条

第１項に規定する者が駐車場を使用する場合における当該駐車時間は、当該者が所

用に要した時間を差し引いた時間とする。 

駐車時間 使用料 

１時間以内 0円 

１時間を超えた後の１時間までごとに 300円 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、使用料を徴収しない

ことができる。 

 （使用料の不還付） 

第５条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めると
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きは、その全部又は一部を還付することができる。 

 （入場の拒否） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場への入場を拒否する

ことができる。 

(１) 駐車場の構造上、車両を駐車することができないとき。 

(２) 車両が発火性又は引火性の物品その他の危険な物品を積載しているとき。 

(３) 駐車場の施設、設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。 

(４) 前３号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあると認

められるとき。 

 （禁止行為） 

第７条 使用者は、駐車場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

 (１) 他の車両の駐車を妨げること。 

(２) 駐車場の施設、設備等を汚損し、又は損傷すること。 

(３) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。 

(４) 車両を放置すること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあること。 

２ 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し退場を命ずることができるほか、 

当該行為の防止及び是正のための必要な措置を講ずることができる。 

 （使用の制限） 

第８条 市長は、駐車場の収容能力を超えるとき又は管理上支障があると認めたとき

は、駐車場の使用を制限することができる。 

（使用の休止） 

第９条 市長は、市が主催する行事等に使用する場合その他市長が必要と認める場合

は、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。 

 （損害賠償の義務） 

第１０条 使用者は、使用者の責めに帰すべき理由により駐車場の施設、設備等に損 

害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得 
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ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。 

（市の免責） 

第１１条 駐車場内において、市以外の者の責めに帰すべき理由により生じた使用者

の損害については、市はその責めを負わない。 

 （委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 
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議案第５号 

 

   海老名市犯罪被害者等支援条例の制定について 

 

 海老名市犯罪被害者等支援条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 犯罪被害者等の支援について定めたいため 
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海老名市犯罪被害者等支援条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号。以下「法」

という。）の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援等について、基本理念を定め、

海老名市（以下「市」という。）、市民等及び事業者の責務を明らかにするととも

に、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、支援のための施策を総合的に推

進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図

り、もって安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (１) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

 (２) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者で市内に住所を有するもの及びそ

の家族又は遺族その他これらの者に準ずると市長が認める者をいう。 

 (３) 市民等 市内に住所を有する者、市内に居住する者、市内に勤務する者、市

内に在学する者又は市内において活動を行う者をいう。 

 (４) 事業者 市内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。 

 (５) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、犯罪被害者等の置かれ

ている状況についての無理解による言動、配慮に欠ける対応、ひぼう中傷等に

よって犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、生活の平穏の侵害そ

の他の被害をいう。 

 (６) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び被害を受けることをい

う。 

 (７) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。 

 (８) 関係機関等 国、他の地方公共団体、警察、民間支援団体その他の犯罪被害

者等の支援に関係するものをいう。 
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（基本理念） 

第３条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、そ

の尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう、配慮して行われるも

のとする。 

２ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が置かれている状況その他の実情に応じて、

市、関係機関等、市民等及び事業者が相互に連携し、及び協力して推進するととも

に、犯罪被害者等が再び安心して暮らすことができるよう、途切れることなく行わ

れるものとする。 

３ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は日常生活を害することのないよ

う、二次被害及び再被害の発生の防止について配慮して行われなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

関係機関等との役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、

及び実施するものとする。 

２ 市は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と

相互に連携及び協力を図るものとする。 

（市民等の責務） 

第５条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪

被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう

十分配慮するとともに、犯罪被害者等を地域社会で孤立させないように努めるもの

とする。 

２ 市民等は、市がこの条例に基づき実施する犯罪被害者等のための施策に協力する

よう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪

被害者等の支援の必要性についての理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二

次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市が行う犯罪被害者等のた
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めの施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、犯罪被害者等が安心して暮らすために必要な各種の手続に適切に関与

することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分に配慮するよう

努めるものとする。 

（相談及び情報の提供等） 

第７条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、

犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及

び助言並びに関係機関等との連絡調整を行うものとする。 

２ 市は、犯罪被害者等の支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。 

（犯罪被害者等への支援） 

第８条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、

次に掲げる施策を行うものとする。 

 (１) 犯罪等の被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、見

舞金の支給その他必要な支援を行うこと。 

 (２) 犯罪等の被害により法律上の問題に直面している犯罪被害者等に対し、法律

相談の実施その他必要な支援を行うこと。 

 (３) 犯罪等の被害により日常生活を営むことについて支障がある犯罪被害者等に

対し、家事、子育て等に要する費用の助成その他必要な支援を行うこと。 

 (４) 犯罪等により精神的な被害を受けた犯罪被害者等に対し、心理相談の実施そ

の他必要な支援を行うこと。 

 (５) 犯罪等の被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等

に対し、転居に要する費用の助成その他必要な支援を行うこと。 

 (６) 犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携して、犯罪被害者

等が置かれている状況について事業者の理解を促進するための支援その他必要

な支援を行うこと。 

（市内に住所を有しない犯罪等による被害者等への支援） 

第９条 市は、市内に住所を有しない者が市内で発生した犯罪等により害を被ったと
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きは、その者が住所を有する地方公共団体と連携し、及び協力して、第７条第１項

に規定する支援を行うものとする。 

（人材の育成） 

第１０条 市は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、犯罪被害者等の支援を行う

人材を育成するための研修の実施その他必要な施策を講ずるものとする。 

（民間支援団体への支援） 

第１１条 市は、犯罪被害者等の支援において民間支援団体が果たす役割の重要性に

鑑み、その活動の促進を図るため、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。 

（市民等への啓発活動等） 

第１２条 市は、犯罪被害者等が地域社会で孤立しないようにするため、犯罪被害者

等が置かれている状況並びに二次被害及び再被害の防止の重要性について市民等の

理解を深めるよう、啓発活動その他必要な措置を講ずるものとする。 

（支援を行わないことができる場合） 

第１３条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等の支援

を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等の支援を行

わないことができる。 

（意見の反映） 

第１４条 市は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等及び関係機関

等から意見を聴き、施策に反映させるよう努めるものとする。 

（委任） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第６号 

 

   海老名市一般職の職員の旅費に関する条例の全部改正について 

 

 海老名市一般職の職員の旅費に関する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 国家公務員等の旅費に関する法律等の改正を踏まえ、一般職の職員の旅費について

定めたいため 
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海老名市一般職の職員の旅費に関する条例 

 

 海老名市一般職の職員の旅費に関する条例（昭和３７年条例第４０号）の全部を改

正する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項の規

定に基づき、公務のため旅行する職員の旅費に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 内国旅行 本邦（本州、北海道、四国、九州、沖縄本島及びこれらに附属す

る島の存する領域をいう。以下同じ。）における旅行をいう。 

(２) 外国旅行 本邦と外国（本邦以外の領域（公海を含む。）をいう。以下同じ。 

）との間における旅行及び外国における旅行をいう。 

(３) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁（常時勤務する在勤庁のない場合又 

は任命権者若しくはその委任を受けた者（以下「旅行命令権者」という。）が

認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所）を離れて

旅行することをいう。 

(４) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所

から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため

旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。 

(５) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が

生活の根拠となる地に旅行することをいう。 

(６) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者又は海老名市その他の地方公共団体が定めるパートナーシ
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ップ制度その他これに類する制度の適用を受けているパートナーシップ関係の 

相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしている者を含む。以下同じ。）、 

子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国

旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。 

(７) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡

当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。 

(８) 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第６条

の４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の規則で定める者（以下この

号において「旅行業者等」という。）であって、市と旅行役務提供契約（旅行

業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供

することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相

当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第７項において同じ。）を

締結したものをいう。 

（旅費の支給） 

第３条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。 

２ 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる

者に対し、旅費を支給する。 

(１) 職員が出張又は赴任の旅行中に退職、免職、失職又は休職（以下「退職等」 

という。）となった場合（当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。 

）には、当該職員 

(２) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族 

(３) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から３ 

月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族 

３ 職員が前項第１号の規定に該当する場合において、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２８条第４項又は第２９条の規定により退職等となったときは、

前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。 

４ 職員が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場
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合には、当該職員に対し、旅費を支給する。 

５ 第１項、第２項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次

条第３項の規定により旅行命令等の変更（取消しを含む。同項及び同条第４項並び 

に第５条において同じ。）を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、 

当該旅行のため既に支出した金額のうち、その者の損失となる金額又は支出を要す

る金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。 

６ 第１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、

旅行中天災その他規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額（概算払を受け

なかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額）の全部又

は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅

費として支給することができる。 

７ 第１項、第２項、第４項及び第５項に規定する場合において、市が旅行役務提供

契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定す

る者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に

相当するものとして支払うことができる。 

（旅行命令等） 

第４条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発

する旅行命令又は旅行依頼（以下この条及び次条において「旅行命令等」という。 

）によって行われなければならない。 

(１) 前条第１項の規定に該当する旅行 旅行命令 

(２) 前条第４項の規定に該当する旅行 旅行依頼 

２ 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円

滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合

に限り、旅行命令等を発することができる。 

３ 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合に

は、自ら又は次条第１項若しくは第２項の規定による旅行者の申請に基づき、その

変更をすることができる。 
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４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は

旅行依頼簿（以下「旅行命令簿等」という。）に、規則で定める事項の記載又は記

録をし、当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし、旅行命令簿等

に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。 

５ 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、

できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければ

ならない。 

６ 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。 

（旅行命令等に従わない旅行） 

第５条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等

（前条第３項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同

じ。）に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行

命令等の変更の申請をしなければならない。 

２ 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合に

は、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行

命令等の変更の申請をしなければならない。 

３ 旅行者が、前２項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をした

がその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したと

きは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受

けることができる。 

（旅費の種類） 

第６条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊

費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。 

２ 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。 

３ 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。 

４ 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。 

５ その他の交通費は、陸路（鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条
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第１項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法（大正１０年法律第７６号 

）第１条第１項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。以下同じ。）を除

く。）旅行について、実費額により支給する。 

６ 宿泊手当は、宿泊した夜数に応じ１夜当たりの定額により支給する。 

７ 宿泊費は、第１３条の額を上限とした実費額により支給する。ただし、宿泊に係

る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、同条の額を超えて当該宿泊に

要する費用の額を支給する。 

８ 包括宿泊費は、第１４条に規定する合計額により支給する。 

９ 転居費は、赴任に伴う転居について、実費額により支給する。 

10 着後滞在費は、第１７条に規定する額を支給する。 

11 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転について支給する。 

12 前９項（第５項にあっては、第１２条第１号に掲げる運賃に係るものを除く。）

の規定は、海老名市区域内における旅行には、適用しない。 

（旅費の計算） 

第７条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に規定する旅費

の種類及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合に

よって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最

も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及

び方法によって計算する。 

（旅費の請求手続） 

第８条 旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給を受けようとする旅行者及び概算

払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相

当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書（当該請求書

に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。第５項において同じ。）を含む。以下この

条において同じ。）に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする
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者（以下「支出命令者等」という。）に提出しなければならない。この場合におい

て、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又

は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に

相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることがで

きない。 

２ 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内

に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。 

３ 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の

期間内に、当該過払金を返納させなければならない。 

４ 支出命令者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅

行者が第２項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する

期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令者等がその後においてそ

の者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は

当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。 

５ 第１項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法（電

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規

則で定めるものをいう。次項において同じ。）をもって提出することができる。 

６ 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支

出命令者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に

当該請求書又は資料を提出したものとみなす。 

７ 第１項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項又は記録事項及び

様式、第２項及び第３項に規定する期間、第４項に規定する給与の種類その他の必

要な事項は、規則で定める。 

（鉄道賃） 

第９条 鉄道賃は、鉄道を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費

用（第２号から第５号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払

うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 
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(１) 運賃 

(２) 急行料金 

(３) 寝台料金 

(４) 座席指定料金 

(５) 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動

する場合には、最下級の運賃の額とする。 

（船賃） 

第１０条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２条第２項に

規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次項及び

第１２条において同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げ

る費用（第２号から第４号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に

支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とす

る。 

(１) 運賃 

(２) 寝台料金 

(３) 座席指定料金 

(４) 前３号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動

する場合には、最下級の運賃の額とする。 

（航空賃） 

第１１条 航空賃の額は、航空機（航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第１

８項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。 

次項及び次条において同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に

掲げる費用（第２号及び第３号に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に

支払うものとする。）の額の合計額とする。 

(１) 搭乗に要する運賃 
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(２) 座席指定料金を徴する場合には、前号に掲げる運賃のほか、座席指定料金 

(３) 前２号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移

動する場合には、最下級の運賃の額とする。 

３ 航空賃は、市長が公務上特に必要と認めたときに限り支給する。 

（その他の交通費） 

第１２条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費

用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第４号までに掲げる費用は、公務

のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

(１) 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲げる一般乗合

旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運

送を行うものに限る。）の用に供する自動車を利用する移動のうち規則で定め

るものに要する運賃 

(２) 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供す

る自動車その他の旅客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除く。）

を利用する移動に要する運賃 

(３) 前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第８０条第１項の許可

を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要す

る費用 

(４) 前３号に掲げる費用に付随する費用 

（宿泊費） 

第１３条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、１夜当たり１６，

０００円（次条において「宿泊費基準額」という。）の範囲内の実費額とする。た

だし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊

に要する費用の額とする。 

（包括宿泊費） 

第１４条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用と
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し、その額は、当該移動に係る第９条から第１２条までの規定による交通費の額及

び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。 

（宿泊手当） 

第１５条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、そ

の額は、通常要する費用の額を勘案して１夜当たり２，４００円とする。 

（転居費） 

第１６条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第１８条第１項第１号又は第２

号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。）とし、その額は、転居の実

態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。 

（着後滞在費） 

第１７条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、

５夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当

する額とする。 

（家族移転費） 

第１８条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に

掲げる額とする。 

(１) 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下こ

の号及び次号において同じ。）を職員の新居住地に移転する場合には、家族一

人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿

泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額 

(２) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から１年

以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があっ

た場合には、当該赴任後における職員の新居住地）に移転する場合には、同号

の規定に準じて算定した額 

２ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、

前項第２号に規定する期間を延長することができる。 

（外国旅行の旅費） 
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第１９条 職員が公務のため外国に旅行する場合における旅費の種類及び額は、第６

条及び第９条から前条までの規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律

（昭和２５年法律第１１４号）の規定の例により、その都度、旅行命令権者が市長

と協議して定める。 

（退職者等の旅費） 

第２０条 第３条第２項第１号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から

３月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則

で定めるものとする。 

２ 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、転居費のう

ち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。 

３ 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第１項に規定す

る期間を延長することができる。 

（遺族等の旅費） 

第２１条 第３条第２項第２号又は第３号の規定により支給する旅費は、出張又は赴

任の例に準じて規則で定めるものとする。 

（旅費の支給額の上限） 

第２２条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（家族移転費のうちこれらに相

当する部分を含む。）に係る旅費の支給額は、第９条第１項各号、第１０条第１項

各号、第１１条第１項各号及び第１２条各号に掲げる各費用について、当該各条及

び第７条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのい

ずれか少ない額を合計した額とする。 

２ 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当する部分を除く。）、 

家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）に係る旅費の支給額は、当該各種

類について第１３条、第１４条、第１６条、第１７条、第１８条第１項及び第１９

条（宿泊手当に相当する部分を除く。）並びに第７条の規定により計算した額と現

に支払った額を比較し、当該各種類ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

（旅費の調整） 
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第２３条 任命権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行

における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した

場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給すること

となる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要とし

ない部分の旅費を支給しないことができる。 

２ 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行

における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議

して定める旅費を支給することができる。 

（旅費の特例） 

第２４条 任命権者は、職員について労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第１５

条第３項又は第６４条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定

による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働

基準法第１５条第３項若しくは第６４条の規定による旅費に満たないときは、当該

職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当す

る金額を旅費として支給するものとする。 

（旅費の返納） 

第２５条 支出命令者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく 

規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、 

当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。 

２ 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場 

合には、当該支出命令者等は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその

者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差

し引くことができる。 

３ 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。 

（委任） 

第２６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第７項の規定は、公布の

日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の海老名市一般職の職員の旅費に関する条例（以下「新条例」という。）

の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に旅行命令権者が

新条例第４条第１項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前

に改正前の海老名市一般職の職員の旅費に関する条例（以下「旧条例」という。）

第４条第１項の規定により旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行については、な

お従前の例による。ただし、施行日前に同項の規定により旅行命令権者が旅行命令

等を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が新条例第４条第３項の規定により当

該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変

更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の

期間に対応する分については、なお従前の例による。 

３ 新条例第３条第２項の規定は、施行日以後に退職等となった場合又は死亡した場

合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、

なお従前の例による。 

４ 新条例第３条第５項及び第６項の規定は、これらの項に規定する者が同条第１項

及び第２項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧

条例第３条第１項及び第２項の規定により旅費の支給を受けることができる場合に

ついては、なお従前の例による。 

 （外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正 

 ） 

５ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（平成２６

年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 
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  第７条中「昭和３７年条例第４０号」を「令和７年条例第 号」に改める。 

 （海老名市一般職の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正 

 ） 

６ 海老名市一般職の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年

条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

  第３１条第２項中「昭和３７年条例第４０号」を「令和７年条例第 号」に改め

る。 

 （海老名市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

７ 海老名市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和６年条

例第３３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条を次のように改める。 

 第２条 削除 
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議案第７号 

 

   海老名市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 

 海老名市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり

定める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 住居手当を拡充するとともに、人事院勧告及び神奈川県人事委員会勧告を踏まえ、

給料及び扶養手当の額を改めたいため 
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海老名市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（海老名市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 海老名市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３０年条例第１５号）の一

部を次のように改正する。 

  第７条第３項中「前項第１号及び」を「前項第１号に該当する扶養親族について

は１人につき４，０００円と、同項第２号に該当する扶養親族（以下この条及び次 

条において「扶養親族たる子」という。）については１人につき１２，５００円と、 

同項」に、「、１人につき」を「１人につき」に改め、「とし、同項第２号に該当

する扶養親族（以下この条及び次条において「扶養親族たる子」という。）につい

ては１人につき１１，０００円」を削り、同条第５項を次のように改める。 

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他 

扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

第８条を次のように改める。 

第８条 削除 

第８条の３第１項中「３０，０００円」を「３８，０００円」に改める。 

  第１７条の３中「、第８条、第８条の３」を削る。 

  別表第１を次のように改める。  
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  別表第２の２の表中「ボイラー運転士、調理師、業務員又は用務員若しくは調理

員」を「業務員又は用務員」に改める。 

第２条 海老名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１

号ずつ繰り上げ、同条第３項中「扶養親族については１人につき４，０００円と、

同項第２号に該当する」を削り、「１２，５００円」を「１４，０００円」に、「 

同項第３号から第６号まで」を「同項第２号から第５号まで」に改める。 

  第９条の２中「配偶者」の次に「（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者又は海老名市その他の地方公共団体が定めるパートナーシップ制度その他

これに類する制度の適用を受けているパートナーシップ関係の相手方であって、同

居し、かつ、生計を一にしている者を含む。）」を加える。 

（海老名市一般職の職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部 

改正） 

第３条 海老名市一般職の職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（ 

令和４年条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

  附則第１３条第８項中「、第８条の３」を削り、「、第７条並びに第８条」を「 

並びに第７条」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例中第１条及び第３条の規定は令和７年４月１日から、第２条の規定は令

和８年４月１日から施行する。 

 （号給の切替え） 

２ 令和７年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において第１条の規定によ

る改正前の海老名市一般職の職員の給与に関する条例別表第１の給料表の適用を受

けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げ

られている職務の級であったものの切替日における号給（以下「新号給」という。 

）は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者

が受けていた号給（以下「旧号給」という。）に応じて同表に定める号給とする。 

 （切替日前の異動者の号給の調整） 

３ 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び任命権者の定めるこれに準ず

るものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該

準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命

権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

 （海老名市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

４ 海老名市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２０年条例第３号）の

一部を次のように改正する。 

  第８条第１項及び第４項中「、第８条」を削る。 

附則別表  

 行政職一給料表の適用を受ける職員の号給の切替表 

旧号給 
新号給 

４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 
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6 1 1 1 1 2 

7 1 1 1 1 3 

8 1 1 1 1 4 

9 1 1 1 1 5 

10 2 2 1 1 6 

11 3 3 1 1 7 

12 4 4 1 1 8 

13 5 5 1 1 9 

14 6 6 2 1 10 

15 7 7 3 1 11 

16 8 8 4 1 12 

17 9 9 5 1 13 

18 10 10 6 2 14 

19 11 11 7 3 15 

20 12 12 8 4 16 

21 13 13 9 5 17 

22 14 14 10 6 18 

23 15 15 11 7 19 

24 16 16 12 8 20 

25 17 17 13 9 21 

26 18 18 14 10 22 

27 19 19 15 11 23 

28 20 20 16 12 24 

29 21 21 17 13 25 

30 22 22 18 14 26 

31 23 23 19 15 27 
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32 24 24 20 16 28 

33 25 25 21 17 29 

34 26 26 22 18 30 

35 27 27 23 19 31 

36 28 28 24 20 32 

37 29 29 25 21 33 

38 30 30 26 22 34 

39 31 31 27 23 35 

40 32 32 28 24 36 

41 33 33 29 25 37 

42 34 34 30 26 38 

43 35 35 31 27 39 

44 36 36 32 28 40 

45 37 37 33 29 41 

46 38 38 34 30 42 

47 39 39 35 31 43 

48 40 40 36 32 44 

49 41 41 37 33 45 

50 42 42 38 34 46 

51 43 43 39 35 47 

52 44 44 40 36 48 

53 45 45 41 37 49 

54 46 46 42 38 50 

55 47 47 43 39 51 

56 48 48 44 40 52 

57 49 49 45 41 53 
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58 50 50 46 42 54 

59 51 51 47 43 55 

60 52 52 48 44 56 

61 53 53 49 45 57 

62 54 54 50 46 58 

63 55 55 51 47 59 

64 56 56 52 48 60 

65 57 57 53 49 61 

66 58 58 54 50   

67 59 59 55 51   

68 60 60 56 52   

69 61 61 57 53   

70 62 62 58 54   

71 63 63 59 55   

72 64 64 60 56   

73 65 65 61 57   

74 66 66 62 58   

75 67 67 63 59   

76 68 68 64 60   

77 69 69 65 61   

78 70 70 66 62   

79 71 71 67 63   

80 72 72 68 64   

81 73 73 69 65   

82 74 74 70     

83 75 75 71     
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84 76 76 72     

85 77 77 73     

86 78 78 74     

87 79 79 75     

88 80 80 76     

89 81 81 77     

90 82 82 78     

91 83 83 79     

92 84 84 80     

93 85 85 81     

94 86 86 82     

95 87 87 83     

96 88 88 84     

97 89 89 85     

98 90 90       

99 91 91       

100 92 92       

101 93 93       

102 94         

103 95         

104 96         

105 97         

 

 行政職二給料表の適用を受ける職員の号給の切替表 

旧号給 
新号給 

３級 ５級 
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1 1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

5 1 1 

6 2 2 

7 3 3 

8 4 4 

9 5 5 

10 6 6 

11 7 7 

12 8 8 

13 9 9 

14 10 10 

15 11 11 

16 12 12 

17 13 13 

18 14 14 

19 15 15 

20 16 16 

21 17 17 

22 18 18 

23 19 19 

24 20 20 

25 21 21 

26 22 22 
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27 23 23 

28 24 24 

29 25 25 

30 26 26 

31 27 27 

32 28 28 

33 29 29 

34 30 30 

35 31 31 

36 32 32 

37 33 33 

38 34 34 

39 35 35 

40 36 36 

41 37 37 

42 38 38 

43 39 39 

44 40 40 

45 41 41 

46 42 42 

47 43 43 

48 44 44 

49 45 45 

50 46 46 

51 47 47 

52 48 48 
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53 49 49 

54 50 50 

55 51 51 

56 52 52 

57 53 53 

58 54 54 

59 55 55 

60 56 56 

61 57 57 

62 58 58 

63 59 59 

64 60 60 

65 61 61 

66 62 62 

67 63 63 

68 64 64 

69 65 65 

70 66 66 

71 67 67 

72 68 68 

73 69 69 

74 70 70 

75 71 71 

76 72 72 

77 73 73 

78 74 74 
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79 75 75 

80 76 76 

81 77 77 

82 78 78 

83 79 79 

84 80 80 

85 81 81 

86 82 82 

87 83 83 

88 84 84 

89 85 85 

90   86 

91   87 

92   88 

93   89 
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議案第８号 

 

海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正について 

 

 海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 投票立会人及び期日前投票立会人の報酬を見直すとともに、海老名市企業立地促進

条例の失効に伴う所要の改正を行いたいため 
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海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例 

 

 海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例

第４０号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第２投票立会人の項中「１５，１００円」の次に「を限度として規則で定める

額」を加え、同表期日前投票立会人の項中「１３，３００円」の次に「を限度として

規則で定める額」を加え、同表企業立地審査会委員の項を削り、同表技術顧問の項中

「以内で市長が定める額」を「を限度として規則で定める額」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第２投票立会人の項及び期日前投票立会人の項の規

定は、この条例の施行の日以後にその期日が公示され、又は告示される選挙につい

て適用し、同日前にその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従

前の例による。 
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議案第９号 

 

   海老名市職員の定数条例の一部改正について 

 

 海老名市職員の定数条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 社会情勢の変化に対応するとともに、消防・救急態勢を確保したいため 
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海老名市職員の定数条例の一部を改正する条例 

 

 海老名市職員の定数条例（昭和３２年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表中「６１２」を「６６９」に、「６３」を「６７」に、「１９９」を「２０５ 

」に、「８９５」を「９６２」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （海老名市消防長及び消防署長の資格を定める条例の一部改正） 

２ 海老名市消防長及び消防署長の資格を定める条例（平成２６年条例第７号）の一

部を次のように改正する。 

  第３条中「消防司令」を「消防司令長」に改める。 
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議案第１０号 

 

海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につ

いて 

 

 海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり定める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 仕事と介護の両立支援に係る措置を講じたいため 
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海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

海老名市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第１２号）

の一部を次のように改正する。 

 

第１７条第１項中「定める者」の次に「（第１９条の２において「配偶者等」とい

う。）」を加える。 

第１９条の次に次の２条を加える。 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第１９条の２ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至

ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度

又は措置（以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。）その他

の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出（次条にお

いて「請求等」という。）に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措

置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年度（４月１

日から翌年の３月３１日までをいう。）において、前項に規定する事項を知らせな

ければならない。 

３ 任命権者は、職員が第１項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員

が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第１９条の３ 任命権者は、介護両立支援制度等の利用に係る請求等が円滑に行われ

るようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

(２) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

(３) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 
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   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

55



56



議案第１１号 

 

   海老名市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 

 海老名市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり定める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 緊急消防援助隊出動に伴う特殊勤務手当を定めたいため 
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海老名市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条 

例 

 

 海老名市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１０年条例第１５号）の

一部を次のように改正する。 

 

 第１１条中「職員」の次に「（第４号及び第５号にあっては、消防吏員）」を加え、 

「の業務に従事したとき」を「に掲げる業務に従事した場合」に改め、同条に次の２

号を加える。 

 (４) 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその

周辺において行う災害警備、遭難救助又はこれらに相当する業務（第２号に該

当するものを除く。） 

(５) 消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第４５条第１項の緊急消防援助隊 

を構成する人員として同法第４４条第１項の消防の応援等の業務 

 別表中災害対策業務手当の項に次のように加える。 

(４) 第11条第４号の業務                      日額   840 

(５) 第11条第５号の業務 日額 1,080円。た

だし、消防法 

（昭和23年法 

律第186号）

第23条の２第

１項の火災警

戒区域その他

これに類する

区域等におい

て従事した場

合は、1,080 
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円を加算する 

  。  

 別表備考に次のただし書を加える。 

ただし、災害対策業務手当の項第４号及び第５号の業務を除く。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１２号 

 

   海老名市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正につい 

   て 

 

 海老名市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり定める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 職員を派遣できる団体に一般社団法人海老名市医師会を加えたいため 
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海老名市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する 

条例 

 

 海老名市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例（平成１６年条例第１号）の

一部を次のように改正する。 

 

 第２条第１項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

 (３) 一般社団法人海老名市医師会 

 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第１３号 

 

海老名市自転車等駐車場条例の一部改正について 

 

海老名市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

かしわ台駅自転車等置場を廃止したいため 
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海老名市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 

 

 海老名市自転車等駐車場条例（平成１０年条例第８号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 別表第１かしわ台駅自転車等置場の項を削る。 

 別表第２自転車等置場の部を次のように改める。 

自転

車等

置場 

社家駅自転車等置場 無料    無料    

門沢橋駅東側自転車等置場 

門沢橋駅西側自転車等置場 

 

附 則 

この条例は、令和７年７月１日から施行する。 
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議案第１４号 

 

海老名市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改

正について 

 

 海老名市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の改正を踏まえ、消防団

員の処遇改善を図りたいため 
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海老名市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を

改正する条例 

 

海老名市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和３９年条例第

２５号）の一部を次のように改正する。 

 

別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した

非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、な

お従前の例による。 

５年以上10
年未満

10年以上15
年未満

15年以上20
年未満

20年以上25
年未満

25年以上30
年未満

30年以上35
年未満

35年以上

円 円 円 円 円 円 円

239,000 344,000 459,000 594,000 779,000 979,000 1,079,000

副団長 229,000 329,000 429,000 534,000 709,000 909,000 1,009,000

分団長 219,000 318,000 413,000 513,000 659,000 849,000 949,000

副分団長 214,000 303,000 388,000 478,000 624,000 809,000 909,000

班長 204,000 283,000 358,000 438,000 564,000 734,000 834,000

団員 200,000 264,000 334,000 409,000 519,000 689,000 789,000

階級 勤務年数

団長
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議案第１５号 

 

海老名市消防本部等設置条例の一部改正について 

 

海老名市消防本部等設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

海老名市消防署南分署の移転に伴い、位置を変更したいため 
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   海老名市消防本部等設置条例の一部を改正する条例 

 

 海老名市消防本部等設置条例（昭和４４年条例第２１号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第２条第２項の表海老名市消防署南分署の項中「上河内１７５番地の１」を「社家

五丁目９番１号」に改める。 

  

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第１６号 

 

海老名市学校給食費に関する条例の一部改正について 

 

海老名市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 食材費高騰に係る学校給食費の額の見直し及び令和７年度における保護者負担軽減

のための特例について定めたいため 
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海老名市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例 

 

 海老名市学校給食費に関する条例（平成２３年条例第２０号）の一部を次のように

改正する。 

 

 附則に次の１項を加える。 

 （物価高騰に係る令和７年度における学校給食費の特例） 

５ 令和７年度における別表の規定の適用については、同表小学校の項中「５６，９

００円」とあるのは「４９，５００円」と、同表中学校の項中「６８，４００円」

とあるのは「５９，４００円」とする。 

別表小学校の項中「５３，２００円」を「５６，９００円」に改め、同表中学校の

項中「６３，０００円」を「６８，４００円」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第１７号 

 

高座清掃施設組合規約の変更について 

 

 高座清掃施設組合規約を変更することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２９０条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 組合規約の変更について、議会の議決を経た上、協議をしたいため 
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   高座清掃施設組合規約の一部を改正する規約（案） 

 

高座清掃施設組合規約（昭和３８年１２月２８日神奈川県指令３８地第８１２号）

の一部を次のように改正する。 

 

第３条に次の１号を加える。 

(５) 温浴施設の設置及び管理運営に関すること。 

 

   附 則 

 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定によ

る神奈川県知事の許可の日から施行する。 
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議案第１８号 

 

工事請負契約の締結について（（仮称）障がい者ケアセンター建設工事

（電気設備）） 

 

 （仮称）障がい者ケアセンター建設工事（電気設備）について、下記のとおり請負

契約を締結するため、海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例（昭和３９年条例第１３号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

                       海老名市長  内 野  優  

 

記 

 

１ 契約の目的  （仮称）障がい者ケアセンター建設工事（電気設備） 

２ 契約の方法  条件付一般競争入札による契約 

３ 契約金額   一金２３５，９７２，０００円 

４ 契約の相手方 神奈川県相模原市中央区富士見六丁目１５番１０号 

合同電気工事株式会社 

代表取締役 大岩 茂 

 

提案理由 

 議会の議決を得た上、工事請負契約を締結したいため 
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参考資料  

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（電気設備） 

 

入札方法     条件付一般競争入札 

開札年月日    令和７年２月５日 

落札決定日    令和７年２月１０日 

入札回数     １回 

設計金額     255,860,000円（税込み） 

予定価格     255,860,000円（税込み） 

最低制限価格   なし 

落札金額     235,972,000円（税込み） 

うち消費税相当額  21,452,000円 

落札者      神奈川県相模原市中央区富士見六丁目１５番１０号 

合同電気工事株式会社 

代表取締役 大岩 茂 

入札状況 

業者名 所在地 入札金額（円） 

合同電気工事株式会社 
代表取締役 大岩 茂 

神奈川県相模原市中央区 
富士見六丁目１５番１０号 

214,520,000 
（235,972,000） 

三六電設株式会社 
代表取締役 篠原 政一朗 

神奈川県海老名市 
大谷北一丁目９番２７号 

辞退 

井上電気株式会社 
代表取締役 可兒 克利 

神奈川県海老名市 
大谷北四丁目３番２９号 

入札書不着 

※入札金額には、消費税相当額を含みません。括弧内の金額は税込金額です。 
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参考資料  

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（電気設備） 

 

１ 工事件名 （仮称）障がい者ケアセンター建設工事（電気設備） 

 

２ 工事場所 海老名市社家二丁目３４４９番地ほか３筆 

 

３ 契約期間 本契約締結日から令和８年５月２９日まで 

（令和６年度～令和８年度継続事業） 

 

４ 工事概要  

・建物概要 

構造・規模：ＲＣ造一部木造 ２階建 

敷地面積：2,196.93㎡ 建築面積：1,245.35㎡ 延床面積：1,885.17㎡ 

・主要室 

１階：事務室、厨房、相談室、会議室等 

２階：事務室、ケア室、リハビリ室、スヌーズレン室、浴室（一般・特浴）等 

・主要工事 

電灯設備、動力設備、受変電設備、発電設備、構内情報通信網設備、 

構内交換設備、情報表示設備、映像・音響設備、拡声設備、誘導支援設備、 

テレビ共同受信設備、監視カメラ設備、防犯・入退室管理設備、 

火災報知設備、構内配電線路、構内通信線路 
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議案第１９号 

 

工事請負契約の締結について（海老名市立有馬中学校校舎外装改修工事 

） 

 

海老名市立有馬中学校校舎外装改修工事について、下記のとおり請負契約を締結す

るため、海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和３９年条例第１３号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

記 

 

１ 契約の目的  海老名市立有馬中学校校舎外装改修工事 

２ 契約の方法  条件付一般競争入札による契約 

３ 契約金額   一金２１８，９１１，０００円 

４ 契約の相手方 神奈川県小田原市新屋８２番地の１ 

松浦建設株式会社 

代表取締役 松浦 秀敏 

 

提案理由 

 議会の議決を得た上、工事請負契約を締結したいため 
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参考資料  

海老名市立有馬中学校校舎外装改修工事 

 

入札方法     条件付一般競争入札 

開札年月日    令和７年２月５日 

落札決定日    令和７年２月１０日 

入札回数     １回 

設計金額     312,730,000円（税込み） 

予定価格     312,730,000円（税込み） 

最低制限価格   なし 

落札金額     218,911,000円（税込み） 

うち消費税相当額  19,901,000円 

落札者      神奈川県小田原市新屋８２番地の１ 

松浦建設株式会社 

代表取締役 松浦 秀敏 

入札状況 

業者名 所在地 入札金額（円） 

松浦建設株式会社 
代表取締役 松浦 秀敏 

神奈川県小田原市 
新屋８２番地の１ 

199,010,000 
（218,911,000） 

京王建設横浜株式会社 
代表取締役 山菅 正人 

神奈川県横浜市神奈川区 
栄町５番地１ 

199,800,000 
（219,780,000） 

山王建設株式会社 
代表取締役 髙橋 学 

神奈川県厚木市 
妻田北一丁目１２番６号 

210,000,000 
（231,000,000） 

株式会社明和美装 
代表取締役 田中 篤 

神奈川県横浜市港北区 
新横浜二丁目３番地８ 
ＫＤＸ新横浜ビル３階 

278,000,000 
(305,800,000) 

※入札金額には、消費税相当額を含みません。括弧内の金額は税込金額です。 
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参考資料  

海老名市立有馬中学校校舎外装改修工事 

 

１ 工事件名 海老名市立有馬中学校校舎外装改修工事 

 

２ 工事場所 海老名市本郷４６０１番地 

 

３ 契約期間 本契約締結日から令和８年１月１６日まで 

（令和６年度～令和７年度継続事業） 

 

４ 工事概要 

・建物概要 

構造・規模：ＲＣ造 ４階建 

延床面積：5,936㎡（Ａ棟、Ｂ棟、Ｃ棟、Ｃ棟機械室棟：計４棟） 

・主要工事 

外壁改修工事、防水改修工事、塗装改修工事、建具改修工事、その他工事 
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議案第２０号 

 

製造請負契約の締結について（高機能消防指令システム等総合整備事業 

業務委託） 

 

 高機能消防指令システム等総合整備事業業務委託について、下記のとおり請負契約

を締結するため、海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（昭和３９年条例第１３号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

記 

 

１ 契約の目的  高機能消防指令システム等総合整備事業業務委託 

２ 契約の方法  随意契約 

３ 契約金額   一金２，２９９，９９０，０００円 

４ 契約の相手方 神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目３番５号 

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 神奈川支店 

支店長 柴田 英美子 

 

提案理由 

 議会の議決を得た上、製造請負契約を締結したいため 
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参考資料  

高機能消防指令システム等総合整備事業業務委託 

 

選定方法     公募型プロポーザル方式 

公告年月日    令和６年１０月１日 

選考審査日    令和６年１１月２１日 

提案限度額    2,493,700,000円（税込み） 

審査結果     4,399点／5,280点（総点数の83.3％） 

最優秀提案者   神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目３番５号 

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 神奈川支店 

支店長 柴田 英美子 

契約金額     2,299,990,000円（税込み） 

うち消費税相当額  209,090,000円 

契約期間     本契約締結日から令和８年９月３０日まで 

（令和６年度～令和８年度継続事業） 

 

応募状況  

業者名 所在地 

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 神奈川支店 
支店長 柴田 英美子 

神奈川県横浜市西区 
みなとみらい２丁目３番５号 
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議案第２１号 

 

   海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

下記の者を海老名市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

記 

 

住 所  海老名市上今泉四丁目（以下略） 

氏 名  井 上  勝 

生 年  昭和３２年 

 

 

 

提案理由 

 現委員の任期満了（令和７年３月３１日）に伴い、再任命したいため 
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（参 考） 

井 上  勝 略歴 

 

年月 学歴・職歴 

平成26年から 

現在まで 
就農 

平成28年３月から 

平成29年２月まで 
上今泉生産組合長 

平成31年４月から 

令和４年３月まで 
海老名市農地利用最適化推進委員 

令和４年４月から 

現在まで 
海老名市農業委員会委員 
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議案第２２号 

 

   海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

下記の者を海老名市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

記 

 

住 所  海老名市中野三丁目（以下略） 

氏 名  牛 村 律 子 

生 年  昭和３９年 

 

 

 

提案理由 

 現委員の任期満了（令和７年３月３１日）に伴い、再任命したいため 
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（参 考） 

牛 村 律 子 略歴 

 

年月 学歴・職歴 

平成２年から 

現在まで 
就農 

平成11年１月から 

現在まで 
認定農業者に準ずる者 

令和４年４月から 

現在まで 
海老名市農業委員会委員 
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議案第２３号 

 

   海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

下記の者を海老名市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

記 

 

住 所  海老名市中新田二丁目（以下略） 

氏 名  大 島 好 美 

生 年  昭和２９年 

 

 

 

提案理由 

 現委員の任期満了（令和７年３月３１日）に伴い、新たに任命したいため 
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（参 考） 

大 島 好 美 略歴 

 

年月 学歴・職歴 

平成27年から 

現在まで 
就農 

令和３年３月から 

令和４年２月まで 
中新田生産班長 

令和４年３月から 

令和５年２月まで 
中新田生産組合長 
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議案第２４号 

 

   海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

下記の者を海老名市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

記 

 

住 所  海老名市柏ケ谷五丁目（以下略） 

氏 名  大 貫 信 夫 

生 年  昭和２１年 

 

 

 

提案理由 

 現委員の任期満了（令和７年３月３１日）に伴い、新たに任命したいため 
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（参 考） 

大 貫 信 夫 略歴 

 

年月 学歴・職歴 

平成17年から 

現在まで 
就農 

平成19年３月から 

平成22年２月まで 
柏ケ谷生産組合長 

令和４年４月から 

現在まで 
海老名市農地利用最適化推進委員 
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議案第２５号 

 

   海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

下記の者を海老名市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

記 

 

住 所  海老名市本郷（以下略） 

氏 名  鴨志田 ひろし 

生 年  昭和３３年 

 

 

 

提案理由 

 現委員の任期満了（令和７年３月３１日）に伴い、新たに任命したいため 
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（参 考） 

鴨志田 ひろし 略歴 

 

年月 学歴・職歴 

平成16年から 

現在まで 
就農 

令和４年４月から 

現在まで 
海老名市農地利用最適化推進委員 

令和６年３月から 

現在まで 
本郷西生産組合長 

令和６年８月から 

現在まで 
認定農業者 
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議案第２６号 

 

   海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

下記の者を海老名市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

記 

 

住 所  海老名市上郷一丁目（以下略） 

氏 名  小 島 卓 巳 

生 年  昭和３５年 

 

 

 

提案理由 

 現委員の任期満了（令和７年３月３１日）に伴い、新たに任命したいため 
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（参 考） 

小 島 卓 巳 略歴 

 

年月 学歴・職歴 

昭和56年から 

現在まで 
就農 

平成30年12月から 

現在まで 
認定農業者 

令和２年３月から 

令和３年２月まで 
上郷生産組合長 
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議案第２７号 

 

   海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

下記の者を海老名市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

記 

 

住 所  海老名市中河内（以下略） 

氏 名  澤 地 正 典 

生 年  昭和３１年 

 

 

 

提案理由 

 現委員の任期満了（令和７年３月３１日）に伴い、再任命したいため 
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（参 考） 

澤 地 正 典 略歴 

 

年月 学歴・職歴 

昭和54年から 

現在まで 
就農 

平成８年２月から 

現在まで 
認定農業者 

平成28年４月から 

平成30年３月まで 
海老名市園芸協会会長 

令和４年４月から 

現在まで 
海老名市農業委員会委員 
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議案第２８号 

 

   海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

下記の者を海老名市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

記 

 

住 所  海老名市中河内（以下略） 

氏 名  重 田 政 一 

生 年  昭和３０年 

 

 

 

提案理由 

 現委員の任期満了（令和７年３月３１日）に伴い、新たに任命したいため 
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（参 考） 

重 田 政 一 略歴 

 

年月 学歴・職歴 

昭和50年から 

現在まで 
就農 

平成12年２月から 

現在まで 
認定農業者 

令和４年４月から 

現在まで 
海老名市農地利用最適化推進委員 
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議案第２９号 

 

   海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

下記の者を海老名市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

記 

 

住 所  海老名市国分寺台４丁目（以下略） 

氏 名  髙 橋  修 

生 年  昭和４６年 

 

 

 

提案理由 

 現委員の任期満了（令和７年３月３１日）に伴い、新たに任命したいため 
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（参 考） 

髙 橋  修 略歴 

 

年月 学歴・職歴 

令和５年３月から 

令和６年２月まで 
杉久保生産班長 

令和６年３月から 

現在まで 
杉久保生産班長 
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議案第３０号 

 

   海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

下記の者を海老名市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

記 

 

住 所  海老名市河原口二丁目（以下略） 

氏 名  田 口  修 

生 年  昭和３５年 

 

 

 

提案理由 

 現委員の任期満了（令和７年３月３１日）に伴い、新たに任命したいため 
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（参 考） 

田 口  修 略歴 

 

年月 学歴・職歴 

平成27年から 

現在まで 
就農 

令和４年３月から 

令和５年２月まで 
河原口生産班長 
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議案第３１号 

 

   海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

下記の者を海老名市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

記 

 

住 所  海老名市中野二丁目（以下略） 

氏 名  西 海 正 義 

生 年  昭和４３年 

 

 

 

提案理由 

 現委員の任期満了（令和７年３月３１日）に伴い、新たに任命したいため 
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（参 考） 

西 海 正 義 略歴 

 

年月 学歴・職歴 

平成17年から 

現在まで 
就農 

平成30年３月から 

平成31年２月まで 
中野生産組合長 

令和４年４月から 

現在まで 
海老名市農地利用最適化推進委員 
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議案第３２号 

 

   海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

下記の者を海老名市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

記 

 

住 所  海老名市今里一丁目（以下略） 

氏 名  西 山 勝 敏 

生 年  昭和３５年 

 

 

 

提案理由 

 現委員の任期満了（令和７年３月３１日）に伴い、新たに任命したいため 
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（参 考） 

西 山 勝 敏 略歴 

 

年月 学歴・職歴 

平成20年から 

現在まで 
就農 

平成29年３月から 

平成30年２月まで 
今里生産組合長 

令和４年４月から 

現在まで 
海老名市農地利用最適化推進委員 
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議案第３３号 

 

   海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

下記の者を海老名市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

記 

 

住 所  海老名市大谷北三丁目（以下略） 

氏 名  三廻部  茂 

生 年  昭和３０年 

 

 

 

提案理由 

 現委員の任期満了（令和７年３月３１日）に伴い、再任命したいため 
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（参 考） 

三廻部  茂 略歴 

 

年月 学歴・職歴 

平成６年から 

現在まで 
就農 

平成25年３月から 

平成26年２月まで 
大谷生産班長 

平成31年３月から 

令和２年２月まで 
大谷生産班長 

令和３年３月から 

令和４年２月まで 
大谷生産組合長 

令和４年４月から 

現在まで 
海老名市農業委員会委員 
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議案第３４号 

 

   海老名市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、

下記の者を海老名市農業委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

記 

 

住 所  海老名市上河内（以下略） 

氏 名  宮 䑓  功 

生 年  昭和２３年 

 

 

 

提案理由 

 現委員の任期満了（令和７年３月３１日）に伴い、再任命したいため 
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（参 考） 

宮 䑓  功 略歴 

 

年月 学歴・職歴 

昭和46年から 

現在まで 
就農 

平成26年３月から 

平成27年２月まで 
上河内生産組合長 

平成31年４月から 

現在まで 
海老名市農業委員会委員 
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令和６年度海老名市一般会計等補正予算（別冊） 

 

議案第３５号 令和６年度海老名市一般会計補正予算（第９号） 

議案第３６号 令和６年度海老名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 

 

令和７年度海老名市一般会計等予算（別冊） 

 

議案第３７号 令和７年度海老名市一般会計予算 

議案第３８号 令和７年度海老名市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第３９号 令和７年度海老名市介護保険事業特別会計予算 

議案第４０号 令和７年度海老名市後期高齢者医療事業特別会計予算 

議案第４１号 令和７年度海老名市公共用地先行取得事業特別会計予算 

議案第４２号 令和７年度海老名市公共下水道事業会計予算 
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令和７年第１回海老名市議会定例会会期日程（案） 

会期３１日間 

月 日 曜日 種 別 内      容 開 議 時 刻 

２月２５日 火 本会議 開会、諸報告、議案審議、委員会付託 午前９時３０分 

３月３日 月 本会議 議案審議、委員会付託 午前９時 

３月７日 金 委員会 
総務常任委員会 

予算決算常任委員会総務分科会 
同 

３月１０日 月 委員会 
文教社会常任委員会 

予算決算常任委員会文教社会分科会 
同 

３月１１日 火 委員会 
経済建設常任委員会 

予算決算常任委員会経済建設分科会 
同 

３月１３日 木 本会議 市政に関する一般質問 同 

３月１４日 金 本会議 市政に関する一般質問 同 

３月１７日 月 本会議 市政に関する一般質問 同 

３月１８日 火 委員会 予算決算常任委員会総務分科会 同 

３月２１日 金 委員会 予算決算常任委員会文教社会分科会 同 

３月２４日 月 委員会 予算決算常任委員会経済建設分科会 同 

３月２５日 火 委員会 予算決算常任委員会 同 

３月２７日 木 本会議 委員会報告、議案審議、閉会 午前９時３０分 


